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地方ブロックにおける社会資本整備重点計画 

 

 

本計画は、社会資本整備重点計画（令和８年１月１６日閣議決定）において、同計画

で新たに設定された重点目標を達成するため、各地方の特性、将来像や整備水準に応じ

て重点的、効率的、効果的に整備するための計画として策定するものと位置づけられて

いる。 

 

策定に当たっては、国が、各地方において、地方公共団体や地方経済界、有識者等と

の十分な意見交換を行い、インフラに関する現状と課題や社会情勢の変化に合わせたス

トック効果の最大化に向けた取組など社会資本整備の重点事項等について検討し、取り

まとめた。 

 

また、国土形成計画（広域地方計画）等と調和を図りつつ、国土強靱化地域計画や地

方版まち・ひと・しごと創生総合戦略など、各地方で策定される計画と連携し、各地方

を取り巻く社会経済情勢等を踏まえた即地性の高い計画となるよう検討を行った。その

際には、インフラのストック効果を最大限発揮できるよう、「第１次国土強靱化実施中期

計画」による防災・減災、国土強靱化の取組を明示するとともに、供用時期の見通しな

ど、民間事業者等の利用者のニーズに資する情報提供を含め、社会資本整備と民間投資

の相乗効果が発揮されるようにした。 

 

 

※ 海岸事業については、国土交通省水管理・国土保全局及び港湾局と農林水産省農村振

興局及び水産庁が連携して施策の展開を図っており、相互に連絡調整するとともに、

地方支分部局においても、国土交通省地方整備局と農林水産省地方農政局が連絡を密

にし、検討・整理を行っている。 

 

※ 道路管理者が実施する交通安全施設等整備事業については、国土交通省と警察庁が連

携して施策の展開を図っている。 


